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重点地区まちづくり計画の案について（補助233号線沿道地区） 

 

１ 概要 

補助233号線沿道地区では、都営地下鉄大江戸線の導入空間となる東京都市計画道

路幹線街路補助線街路第230号線（以下「補助230号線」という。）と補助230号線に接

続する東京都市計画道路幹線街路補助線街路第233号線（以下「補助233号線」という。）

の整備が、東京都により進められている。 

練馬区都市計画マスタープランでは、補助233号線沿道は、周囲と調和のとれた建

物の中層化を目指すとし、補助230号線沿道は、まちの利便性の向上や沿道市街地の

形成に取り組むとしている。 

また、東京都防災都市づくり推進計画では、補助233号線および補助230号線沿道の

一部は一般延焼遮断帯に位置付けられている。 

補助233号線等の整備に伴い、土地利用の変化が見込まれ、適切な土地利用の誘導

が必要となることから、区は、道路の整備にあわせて、一体的かつ総合的にまちづく

りを進めるため、練馬区まちづくり条例（平成17年12月練馬区条例第95号）第40条に

基づく「重点地区まちづくり計画」を策定する。 

 

２ 対象区域 

  練馬区大泉町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町七丁目および大泉学園町 

八丁目の各地内 約47.9ha 

 

３ 重点地区まちづくり計画の名称 

  補助233号線沿道地区重点地区まちづくり計画 

 

４ 添付資料 
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⑻ 補助233号線沿道地区重点地区まちづくり計画（案）【概要版】 

（説明資料②）                         別添 

 

 

 

報 告 事 項 ３ 

説 明 資 料 ① 
令 和 ４ 年 1 2月 2 3日 

第239回都市計画審議会 



２ 

５ これまでの経過および今後の予定 

  平成 30年 12月       まちづくり準備会の開催（計２回） 

    ～平成31年１月 

平成31年２月       重点地区まちづくり計画を検討する区域の指定 

  令和元年６月～７月   まちづくりの検討に向けたアンケートを実施 

       ７月      まちづくり協議会（計11回） 

  令和３年７月       まちづくり協議会から区へまちづくり提言の提出 

  令和４年３月      重点地区まちづくり計画素案（たたき台）のアンケート

を実施 

      ７月      重点地区まちづくり計画の素案の作成 

      ８月      重点地区まちづくり計画の素案の説明会（計２回） 

10月20日      練馬区都市計画審議会まちづくり・提案担当部会の 

意見聴取 

12月23日    練馬区都市計画審議会へ案報告 

令和５年１月11日    重点地区まちづくり計画の案の公表・縦覧、意見書・ 

～２月１日   公述の申出受付 

１月20日、21日 重点地区まちづくり計画の案の説明会の開催 

      ２月         重点地区まちづくり計画の案に係る公聴会 

               （公述の申出があった場合） 

      ３月        練馬区都市計画審議会の意見聴取 

      ４月        重点地区まちづくり計画の決定、公表 
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重点地区まちづくり計画の案の理由書 
 

１ 重点地区まちづくり計画の名称 

  補助233号線沿道地区重点地区まちづくり計画 

 

 

２ 理由 

補助233号線沿道地区では、都営地下鉄大江戸線の導入空間となる東京都市計画

道路幹線街路補助線街路第230号線（以下「補助230号線」という。）と補助230号線

に接続する東京都市計画道路幹線街路補助線街路第233号線（以下「補助233号線」

という。）の整備が、東京都により進められている。 

練馬区都市計画マスタープランでは、補助233号線沿道は、周囲と調和のとれた建

物の中層化を目指すとし、補助230号線沿道は、まちの利便性の向上や沿道市街地の

形成に取り組み、道路整備の進捗にあわせてまちづくりを進めるとしている。 

また、東京都防災都市づくり推進計画では、補助233号線および補助230号線沿道

の一部は一般延焼遮断帯に位置付けられている。 

補助233号線等の整備に伴い、土地利用の変化が見込まれ、適切な土地利用の誘導

が必要となることから、区は、道路の整備にあわせて、一体的かつ総合的にまちづ

くりを進めるため、平成31年２月に、本地区を練馬区まちづくり条例（平成17年12

月練馬区条例第95号。以下「条例」という。）第42条に規定する「重点地区まちづく

り計画を検討する区域」に指定した。 

令和元年７月には、地区住民等による補助233号線沿道周辺地区まちづくり協議

会（以下「まちづくり協議会」という。）が発足し、本地区のまちづくりの検討を進

めてきた。 

令和４年７月には、まちづくり協議会が作成した「補助233号線沿道周辺地区まち

づくり提言」を踏まえ、区は「重点地区まちづくり計画」の素案を作成し、同年８

月に素案説明会を開催して、地域の意見を聴取した。 

この度、これまでの経緯を踏まえて、「重点地区まちづくり計画」の案を作成した

ものである。 
今後は、条例の手続を経て「重点地区まちづくり計画」を策定する。 
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４練都計審第 1 3号 

令和４年 1 1月 2 4日 

 

練馬区長 前川 燿男 殿 

 

練馬区都市計画審議会  

まちづくり・提案担当部会 

   部会長 田崎 輝夫   

 

重点地区まちづくり計画の原案について〔補助233号線沿道地区〕（答申） 

 

 

 令和４年10月20日付け４練都都第667号により諮問のあった標記の件につい

て、令和４年10月20日に令和４年度第１回練馬区都市計画審議会まちづくり・提

案担当部会を開催し、審議の結果、下記のとおり意見が出されました。 

 重点地区まちづくり計画の策定およびその実施に当たっては、当部会から出

された意見に配慮していただくようお願いいたします。 

 

記 

 

 本計画の策定およびその実施に当たっては、地域住民に丁寧に説明し、意見を

聴きながら手続を進めること。 

 特につぎの各事項に留意して取り組むこと。 

１ 補助233号線・補助230号線の沿道については、各路線の機能や特性に応じた

きめ細やかな土地利用の在り方をさらに検討すること。 

２ 道路の拡幅や最低敷地面積の制限など「良好なまちを形成するルール」は、

地域住民と協議しながら検討を進めることが必要とされる。今後、地域住民と

十分協議の上、ルールを定めることとして、本計画においても、適切な表現に

努めること。 

３ 補助233号線・補助230号線の安全な横断場所の確保など、地域の道路ネット

ワークに十分配慮した整備を行うよう東京都との調整に努めること。 

 

写 


